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はじめに 

星槎大学（以下、「本学」という。）は、設置母体となる学校法人国際学園（以下、「法人」という。）の掲

げる建学の精神、教育理念に基づき、通信教育の特殊性と、実状に即した公共性と自主性を基本とし

て社会的責任を鑑み、自律的なガバナンス体制を確立する 。本学は、学則に定める目的を達成するた

め、本コードを指針として、透明性の高い、時代の変化に対応した大学運営を目的として、以下の 5 つ

の指針に基づき国民に対して宣言するものとする。 

第 1 章 大学の自主性・自律性（特色ある運営）の尊重 

本学は、通信教育という形態を通じて、多様な学習者に教育の機会を提供し、独自の教育理念に基

づく有為な人材を育成し、共生社会の実現に向け、社会に寄与していくための大学であることを目指し

ていきます。 

1-1 建学の精神と共生の理念 

l 建学の精神： 「社会に必要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる」 。 

l 教育の理念（学則第 1 条）： 「人との共生」「自然との共生」「国と国との共生」の三つの共生の実

現をめざし、共生科学の学際的・総合的学修を通じて、共生社会の土台を構築する資質を備えた

人材を養成する。 

l 通信教育の使命： 通信教育の特性を活かし、生涯学習の拠点として、地域や社会の課題解決に

寄与する。 

1-2 中期的な計画の策定 

l 安定した大学経営のためには、認証評価の結果や学内外の環境変化を踏まえ、また予測し、中

期的な計画を策定・公表する 。 

l １学部（共生科学部）および大学院における教育の質保証、ICT を活用した学習支援体制の充

実、および財政基盤の安定化 。 

第 2 章 安定性・継続性（学校法人運営の基本） 

本学の設置者である法人は、業務に関する意思決定の機動性や理事の業務執行に関する監督機能

の適正性を確保する観点から、理事会の構成・評議員会の構成・監事を適切に配置し、運営方針など

を明確にして、経営の安定性と継続性を確保する。 

2-1 理事会と監督 

l 理事会は、法人が設置する大学を含めた学校の経営強化を念頭に置き業務を決し、理事の職務

を監督する。また理事会において議決する重要事項を寄付行為等で明記する。 



l 理事会の役割及び理事の責務を明確にするとともに評議員会との建設的な協働と相互牽制体制

を確立し、運営の透明性を確保する。 

2-2 監査機能の充実 

l 監事は、学則および寄附行為に則り、理事の職務執行および財産状況を監査し、その結果を理

事会および評議員会に報告する 。 

第 3 章 教学ガバナンス（権限・役割の明確化） 

学長は、通信教育課程における教学運営の責任者としてリーダーシップを発揮する 。 

3-1 学長の職責（学則第 7 条） 

l 学長は、大学の執行責任者として学務を統括し、所属教職員を統督する 。 

l 学部および大学院、さらには附属の各センター組織が有機的に連携できるよう、運営を掌理す

る。 

3-2 補佐体制（学則第 8 条・第 9 条・第 10 条） 

l 副学長、学長補佐は大学運営にあたり学長を助け、学長の命を受けて職務を遂行する。 

l 学部長、研究科長は、学長の定めた方針に従い、学部、研究科の校務を統括する 。 

3-3 教授会の役割（学則第 16 条・第 16 条の 2・第 17 条、大学院学則第 6 条、

専門職大学院学則第 7 条） 

l 教授会は、学生の入学・卒業（修了）、学位の授与、教育課程の編成など、教育研究に関する重

要事項を審議し、学長の求めに応じて意見を述べる 。 

l 通信制の特性に合わせ、オンライン会議等を活用した迅速かつ実効性のある審議体制を構築す

る。 

第 4 章 公共性・信頼性（ステークホルダーとの関係） 

全国に広がる学生、卒業生、および地域社会に対し、教育の質と透明性を保証し、信頼される存在で

あり続ける 。 

4-1 学生に対する責任（学則第 3 条） 

l 3つのポリシーの明文化： 各学部・専攻におけるディプロマ、カリキュラム、アドミッションの各ポリ

シーを明確にする 。 

l 学修支援の高度化： 通信教育特有の学修不安や孤独感に対応するため、マンツーマン指導員



や初年次教育支援、学習システムの利便性向上に努める 。 

l ハラスメント防止： 通信教育の特性（オンライン上のやり取り等）を考慮した、毅然とした対処体制

を整備する 。 

4-2 教職協働と能力開発（SD/FD） 

l 教員と事務職員が適切に連携する「教職協働」を推進し、大学運営の質を高める 。 

l オンライン指導能力の向上を目的とした FD（ファカルティ・ディベロップメント）および、事務職員

の専門性を高める SD（スタッフ・ディベロップメント）を継続的に実施する 。 

4-3 社会貢献と危機管理 

l 大学において発生するおそれのある様々な危機を未然に防止し、また危機が発生した場合にそ

の被害を最小限にとどめるために、ガイドラインと個別マニュアルを整え教職員の行動規範とす

る。 

l 「共に生きることを科学する」とい理念のもとに、多様性を認め合い、共生社会の実現に向けた教

育を実践する中で、いつでも、どこでも、だれでも、学べる大学として、様々な背景を持つ人々と相

互理解と協働を通じて、より良い社会の構築に貢献できる人材育成を目指していきます。 

第 5 章 透明性の確保（情報公開） 

通信教育課程を主とする大学として、Web サイト等を通じた主体的かつ積極的な情報発信を行い、説

明責任を果たす 。 

5-1 情報公開の充実 

l 教育情報の公表： 学部・学科の目的、教員組織、入学者数、授業科目、評価基準、施設設備等

の情報を適時適切に公開する 。 

 

l 法人情報の公表： 事業報告書、財務諸表、監査報告書、役員名簿等をホームページで公開す

る 。 

 

l 独自の指標： 通信教育特有の在学生の属性や年齢や資格取得状況など、学習の実態を示す情

報を積極的に公開する  


